
鎌ケ谷市第３次行財政改革推進プラン【概要版】 

 

＜これまでの策定経緯・行財政改革の必要性＞ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

◆これまでの経緯と主な成果（Ｐ２） 
・平成１５年度から４度にわたり行財政改革における

計画を策定 

・職員数の適正化及び市独自の給与削減策の実施 

・指定管理者制度及び PFI の導入 

・公共施設使用料及び下水道使用料の改定 

・市税等の徴収率向上 

・都市公社の解散 など 

 

◆行財政改革の必要性 （Ｐ８） 

① 人口に関する課題 
・令和元年をピークに人口は減少傾向に転じる 

・少子高齢化の進展 

・生産年齢人口の減少 

② 財政状況に関する課題 

・経常収支比率が悪化傾向 

・高齢化の進展による扶助費が増加傾向 

・法人市民税・固定資産税の偏在性が高い 

③ 公共施設の老朽化に関する課題 

・築 30 年以上の施設が約 7 割で老朽化が進展 

・維持管理、大規模改修、更新に多額の経費が必

要となる 

・公共施設の延床面積のうち、学校施設が 6 割とな

る一方で、児童生徒数は減少傾向 

④ デジタル化の進展 

  ・国の進める情報システムの標準化や行政手続き

のオンライン化等への対応 

  ・感染症対策として非接触・非対面など新たな生活

様式への移行を図るデジタル技術の活用 

＜第３次行財政改革推進プラン＞ 

◆計画の目的（Ｐ１６） 
「健全な財政状況の維持」と「将来のまちづくり

への積極的な投資」の二つのバランスを見極め

ながら、経営的な視点を踏まえ、効率的で効果

的な自治体運営の実現を目指します。 

◆計画の位置づけ（Ｐ１７） 
総合基本計画の前期基本計画に掲げる「政

策：持続可能な行財政運営」のうち、「施策の柱：

行財政改革の推進」を実現するための個別計画

となります。 

◆計画期間（Ｐ１８） 
計画期間は、令和３年度から令和８年度までの

６年間とします。 

◆数値目標（Ｐ１８） 
①車座集会の参加人数 ⇒ ３，０００人（累計） 

②経常収支比率      ⇒ ９５％未満 

③財政調整基金残高  ⇒ １９億円以上    

④健全化判断比率    ⇒ 早期健全化基準未満 

 

◆取組みの柱（Ｐ２０） 
柱１：「事務のデジタル化・効率化」 

デジタル化の推進や民間活力の活用等により、

事務の効率化や市民の利便性向上を図ります。 

柱２：「自主財源の確保」 

各種税等の徴収率の向上や財産の有効活用等

により、自主財源の確保等を図ります。 

柱３：「財政基盤の安定・強化」 

組織の適正化や財政健全化等により、将来にわ

たる財政基盤の安定・強化を図ります。 

柱４：「行革プラン推進に向けた取組み」 

人材育成や市民協働等の取組みを通じて、行革

プランを推進します。 

 



 
 

  

 

柱　１ 　事務のデジタル化・効率化　【２９項目】

主要項目

１　デジタル化の推進

取組項目 担当課 頁

【追加（R4.4）】母子手帳アプリの導入

【追加（R4.4）】道路通報システムの導入

3 【新規】汎用電子申請サービスの導入 情報推進室 27

4 【新規】ＬＧＷＡＮ—ＡＳＰ型チャットサービスの導入 情報推進室 27

1 【新規】文書管理システム等の見直し 行政室 26

2 【新規】基幹系業務システムの標準化 情報推進室 26

7 【新規】ＡＩ－ＯＣＲの推進及びＲＰＡの導入 企画政策室 30

8 【新規】ＡＩチャットボットサービスの導入 広報広聴室 30

5 【新規】マイナンバーカードの利用促進
企画政策室、市民課、

情報推進室、こども支援課 28

6 【新規】統合型ＧＩＳの導入
企画政策室

情報推進室
29

11 【新規】ＩＣＴを活用した窓口業務の改善 市民課 32

12 【新規】障がい福祉システムの見直し 障がい福祉課 32

9 入札・契約事務の改善 契約管財課 31

10 【新規】 窓口業務におけるキャッシュレス化及びセミセルフレジの導入 窓口収納金担当課 31

15 【新規】公園台帳のデジタル化 公園緑地課 34

16 【新規】小中学校のＩＣＴ化の推進 指導室 34

13 【新規】保育園のＩＣＴシステムの導入 幼児保育課 33

14 【新規】健康相談記録管理システムの導入 健康増進課 33

17 【新規】ＩＣＴによる議会改革 議会事務局 35

２　事務事業の見直し

18 各種印刷物、出版物の見直し 行政室 35

道路河川管理課 別冊

19 公用車の適正な維持管理 契約管財課 36

３　行政手続き等の充実

20 情報公開制度及び個人情報保護制度の充実 行政室 36

21 【新規】押印の見直し 行政室 37

４　民間委託等の推進

22 民間活力の導入・促進 企画政策室 37

27 【新規】学校施設等の照明器具のＬＥＤ化 教育総務課 40

健康増進課 別冊

６　機器導入による歳出の抑制

25 【新規】公共施設の照明器具のＬＥＤ化 契約管財課 39

26 【新規】都市公園における公園灯のＬＥＤ化 公園緑地課 39

23 指定管理者制度の運用方法及び導入施設の検証 企画政策室 38

５　施設の維持管理の効率化等の推進

24 施設の維持管理の効率化及び長寿命化の推進 営繕室 38

41 ネーミングライツの継続実施及び新たな導入対象の検討 企画政策室 52

42 ふるさと納税制度の活用 財政室 52

４　その他

39 企業誘致の推進 商工振興課 50

40 デジタルサイネージの実施及び行政情報の積極的な発信 企画政策室 51

37 未利用地の売却促進と有効活用 契約管財課 49

38 自動販売機設置事業者の入札等 契約管財課

人事室
50

２　手数料、使用料の見直し

36 手数料、使用料の見直し 財政室 49

３　財産（普通財産・行政財産）の有効活用

34 公共下水道料金の徴収率向上 下水道課 47

35 学校給食費の徴収率向上 給食管理室 48

32 放課後児童クラブ保護者負担金の徴収率向上 こども支援課 45

33 介護保険料の徴収率向上 高齢者支援課 46

30 国民健康保険料の徴収率向上 保険年金課 43

31 保育料の徴収率向上 幼児保育課 44

28 課税客体の捕捉の強化 課税課 41

29 市税等の徴収率向上 収税課 42

柱　２ 自 主 財 源 の 確 保 【 １ ５ 項 目 】

主要項目

１　市税等の収入確保及び未収金の収入促進

取組項目 担当課 頁

取組項目一覧（５6 項目） 

柱　３ 財 政 基 盤 の 安 定 ・ 強 化 【 ７ 項 目 】

１　財政健全化及び将来を見据えた財政運営

取組項目 担当課 頁

主要項目

43 義務的経費を除く経常的経費の抑制 財政室 53

44 歳出全般の効率化と財源配分の重点化 財政室 53

３　給与・手当・定員管理の適正化

45 財政健全化計画に基づく中長期的な財政運営の確立 財政室 54

46 財務会計システムの検証及び統一的な基準による地方公会計制度の活用 財政室 55

47 単独扶助費、補助金等、負担金・分担金の見直し 財政室 55

２　補助金等の整理合理化

48 給与・手当の適正化 人事室 56

49 定員・組織の適正化 人事室 57

企画政策室 58

行 革プ ラン推進に向 けた取組み 【 ５項 目 】

主要項目

１　行政評価の有効活用

取組項目 担当課 頁

50 行政評価結果による市政運営の推進

柱　４

２　市民から信頼される職員・組織づくり

54 協働の推進 市民活動推進課 61

51 車座集会による業務改善等の推進 企画政策室 58

52 人材育成の推進 人事室 59

53 窓口サービスの向上 人事室 60

３　市民協働の推進


